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基本的な考え方

認知症患者に対する精神科医療の役割については、以下の点を基本的な考え方とすべきである。

① 認知症の方への支援に当たつては、ご本人の思いを重視し、残された力を最大限生かしていけ

るような支援をする。

② 認知症の早期から、専門医による正確な鑑別診断を受けることができるよう体制の整備を目指す

③ 入院を前提と考えるのではなく、できる限り入院をせずに生活を継続できるような支援も含め、地

域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ(訪間支援)や外来機能の

充実を図り、本人だけではなく、家族や介護事業者も含めて支援していく。

④ 周辺症状(BPSD)や身体合併症で入院が必要となる場合には、できる限り短期間の入院での

退院を目指す。また、そのような医療を提供できる体制の整備を目指す。

⑤ 入院医療を要さないと判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするため、認知症患

者を地域で受け入れていくためのシステムづくりを進める。

⑥ このため、退院支援口地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時から退院後の生

活への道筋を明らかにする取組を進める。

⑦ 症状が改善しないため入院が必要な方に対して、適切な医療を提供する。

③ 地域の中で、精神科医療の観点から後方支援的な機能を果たす。
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今後さらに進行する高齢化の中で、認知症の方々をどのように支援 していくかは、大変

大きな課題である。

認知症で医療機関を受療 している患者数は、平成 8年の 11万人から、平成 20年には

38万人 (いずれも患者調査)と 、大きく増加 している。これに伴い、精神病床において

認知症のために入院 している患者数 も、平成 8年の 2.8万 人から、平成 20年には 5.

2万人 (いずれも患者調査)と 、大 きく増加 している。

また、認知症による精神病床入院患者の退院可能性については、「状態の改善が見込まれ

ず、居住先・支援を整えても近い将来 (6ヶ 月以内)の退院の可能性はない」が約 4割、

「居住先 口支援が整えば、退院可能性がある」が約 6割 との調査結果もあり、認知症患者

が退院 し、地域生活を継続できるような社会資源 口環境整備の必要性が指摘されている。

統合失調症のために入院 している患者は、平成 8年の 21.5万 人から平成 20年の 1

8.5万 人へ と減少 (いずれ も患者調査)している中で、場合によっては、認知症患者に

ついて、いわゆる「社会的入院」の問題が再び繰 り返され る可能性があり、そのようなこ

とのないように しなければならない、という指摘がなされている。

一方で、家族がぎりぎりまで介護 をした結果の入院であ り、退院後に自宅に戻ることが

容易ではない場合も多いこと、退院患者を受け入れる介護資源が限られていること、必ず

しも地域において精神科医療 と介護の間の連携が十分に取 られてはいない状況もあること、

精神科医療が入院中心であリアウ トリーチ (訪間支援)機能や外来機能など地域生活を支

える機能がまだ十分ではないことな どか ら、認知症患者が退院 して、または、できる限り

入院をせずに地域で生活を継続 していくことには、多くの解決 しなければならない課題が

あることも事実である。

こうした状況認識の下、今後の高齢化に伴い認知症の方々が増加 していく中で、認知症

に対する精神科医療の果たす役割 を整理 し、認知症の方々が、できる限 り地域の生活の場

で暮 らしていけるようにすることが必要であり、「社会的入院」を生み出さないことにつな

がると考えられる。

「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(主担当 :厚生労働大臣政務

官)に おいては、本年 5月 に設置後、 6月 にかけて、第 1ラ ウン ドの議論として、アウ ト

リーチ (訪間支援)の充実について議論を行い、第 4回会合 (6月 17日 )において、「ア

ウ トリーチ支援実現に向けた考え方」をとりまとめた。      ・

本検討チTムでは、上記のような必要性と、第 1ラ ウン ドの議論の際、認知症に関して

の指摘が多数されたことから、第 2ラ ウン ドの議論として、認知症 と精神科医療について

検討を行 うこととしたものである。



本年 9月 2日 以降、医療提供者、介護事業者、患者及び家族、行政といつた様々な視点

から、これまで 8回にわたる議論を重ねてきた。

議論においては、認知症の方に対 しては、ご本人の尊厳に配慮 したケアの重要性への指

摘や、家族の介護力、必要なサー ビス支援、受け皿の不足等の理由によつて、ご本人の意

思に反 して、地域での生活を断念 しなければならない状況を作 り出 してはならないといつ

た指摘がなされるなど、様々な意見が出されたが、いずれも共通 しているのは、認知症の

方への支援に当たっては、ご本人の思いを重視 し、残された力を最大限生か していけるよ

うな支援をすることが重要であるとの考えであった。

また、既存の調査では明確になつていなかつた認知症による入院患者の状態像と退院可

能性について、先行調査 (精神病床の利用状況に関する調査 (平成 19年度厚生労働科学

研究「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」の分担研究)を踏まえた追加

調査を行つた。

それ らを踏まえ、認知症患者への精神科医療の役割や、現在入院 している認知症患者ヘ

の対応、及び今後入院医療を要 さない患者が地域の生活の場で暮 らせるようにするための

取組に関 して、今後の基本的な方向性について、以下のようにとりまとめを行つた。

なお、今回の基本的な方向性のとりまとめを踏まえ、さらに詳細に検討すべき点につい

ては、改めて本検討チームで検討を行うこととしており、その意味では、今回のとりまと

めは、中間的なとりまとめという位置づけとなる。

1■ 追加調査結果の概要

(1)調査の概要

調査対象は、地域性を考慮 しつつ協力の得られた計 9病院 (10病棟)か ら、454
人について回答を得られた。調査は、アンケー ト方式により、平成 22年 9月 15日現

在を調査日として行つた。

(2)患者の属性

454人 のうち、アルツハイマー型認知症が約 6割、脳血管性認知症が約 3割であつ

た。平均年齢は 78歳、平均在院日数は944日 (中 央値 336日 )で あつた。要介護

度は、申請なしを除 くと、要介護 3～ 5が約 7割、認知症高齢者の日常生活自立度は、

M型 34%、 Ⅳ型 32%で あった。

(3)結果の概要



神症状等の発生頻度と精神科医療の状 ,

0 99%の 患者に、過去 1カ 月間に何 らかの精神症状等があるが、その発生頻度は、

「ほぼ毎 日」と回答 した患者の割合は、「意思の疎通困難」 38%、 「徘徊」 30%、
「大声」 18%で ある一方、「月 1～ 2回程度よりも少ない (月 1回未満 )」 と回答し

た患者の割合は、「意思の疎通困難」 39%、 「徘徊」 55%、 「大声」 61%で あり、

BPSD症 状の激 しい患者は半数以下である。

○ 過去 1週間に薬物を使用 している患者の割合は、身体疾患治療薬 82%、 抗精神病

薬 56%、 その他の向精神薬 56%、 抗認知症薬 7%で あり、精神症状に対する薬物

療法を行 う患者は半数以上いる。一方、使用 されている薬物の種類数をみると、抗精

神病薬については、「 1種類」 70%、 「 2種類」 22%、 抗精神病薬以外の向精神薬

については、「 1種類」 58%、 「 2種類」 32%で あ り、いずれも、 2種類以下が約

9割である。

○ 過去 1カ 月に精神科専門療法 を行つている患者の割合は、「音楽療法、その他の精神

科 リハ ビリテーション」 51%、 「入院精神療法」 31%で ある。

身体合併症 とその医療の状

○ 約 9割の患者が、何 らかの身体合併症を有 してお り、その うち「特別な管理 (入院

治療が必要な程度)を要する身体合併症がある」患者の割合は 26%、「日常的な管理

(外来通院が適当な程度)を要する身体合併症がある」患者の割合は 61%で ある。

○ 調査 日における身体的管理の割合では、「行つていない」 45%、 「身体疾患に対す

る薬物療法」 44%が 高 く、次 いで「胃痕 "経管栄養管理」 57%、 「頻回の血糖検

査」 3.7%、 「喀痰吸引」 3.5%で あった。

○  「過去 lヶ 月間に他科を受診 している」患者の割合は、 20%で あり、うち 8割が

内科、 2割が皮膚科であつた。

神症状等による抵抗を踏まえたケアの状

○  「身体能力としては出来るはずのADL」 と「介護などの抵抗などを踏まえた実際

のADL」 との比較では、「入浴」、「衣服の着脱」の ADLに おいて、「最大の援助」

と「全面依存」を併せた割合は、それぞれ 52%→ 63%、 50%→ 60%に 困難度

が増加 しており、精神症状等による抵抗が、介護ケアを一層困難に している状況が明

らかとなつた。

○ 入院の理由については、「精神症状等が著明とな り、在宅医療又は介護施設等での対

応が困難 となったため」との回答が約 7割で最も多く、認知症患者については、身体

合併症 を有する患者が多いことか ら、精神症状等による抵抗によつて、服薬や身体的



管理などの医療ケアの継続も困難になっている状況がうかがわれる。

必要となる居住先・支援について

○ 居住先・支援が整つた場合の退院可能性について、「現在の状態でも、居住先・支援

が整えば退院は可能」又は「状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近

い将来には可能になる」割合は37%で あり、先行調査よりも低い結果であつた。

○ そのうち、退院できると仮定 した時、適切と考えられる「生活・療養の場」は、「特

養」 65%、 「老健」47%(う ち約 4割 は特養と重複回答 )、 「認知症対応型共同生活

介護 (グループホーム )」 17%との回答であつた。また、家族や友人などから得られ

る支援の程度については、「支援を得られない」24%、「助言・精神的な支援」51%
であり、ADLや IADLに 関する支援を受けられる患者は約 2割にとどまっている。

○ 退院先を問わず、退院後に必要な支援については、 1番 目に必要と回答された支援

の項目は、「精神科の定期的な通院」 32%、 「4ヽ規模多機能居宅介護」 23%、「自宅

を訪問して行われる支援」 7%、 「訪間診療」 2%、 「短期入所をして行われる支援」

2%があがっている。

院可能性の有無や在院期間とのクロス分析につい

■■基本的な考え方

認知症患者に対する精神科医療の役割としては、以下の点を基本的な考え方とすべきで

ある。

① 認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを重視し、残された力を最大限生

かしていけるような支援をする。

② 認知症の早期から、専門医による正確な鑑別診断を受けることができるよう体制の

整備を目指す。

③ 入院を前提と考えるのではなく、できる限り入院をせずに生活を継続できるような

支援も含め、地域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ

(訪間支援)や外来機能の充実を図り、本人だけではなく、家族や介護事業者も含め

て支援していく。

④ 周辺症状 (BPSD)や 身体合併症で入院が必要となる場合には、できる限り短期

間の入院での退院を目指す。また、そのような医療を提供できる体制の整備を目指す。

⑤ 入院医療を要さないと判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするた



め、認知症患者を地域で受け入れていくためのシステムづくりを進める。

⑥ このため、退院支援・`地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時か

ら退院後の生活への道筋を明らかにする取組を進める。

⑦ 症状が改善しないため入院が必要な方に対して、適切な医療を提供する。

③ 地域の中で、精神科医療の観点から後方支援的な機能を果たす。
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(1) 地域での生活を支えるための精神科医

① 専門医による早期の診断

② 認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス

③ 家族や介護者への相談支援や訪間支援

④ 施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ (訪間支援)

⑤ 精神症状への24時間の対応体制 (ソ フト救急)

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供

(2) 認知症の周辺症状 (BPSD)を有する患者への精神科医

① 認知症の周辺症状 (BPSD)への適切な治療

② BPSDを 伴う認知症患者の円滑な受入れ (地域との連携)

③ 認知症患者に必要な入院医療

④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の病態像とその受入れ

(3) 身体合併症を有する認知症患者への入院医
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① 合併症の状態像に応じた精神病床の受入先 (総合病院精神科と精神科病院の役割分担)

② 慢性疾患を合併している認知症患者への対応

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方

(4) 地域全体の後方支援機

① 地域住民や地域の他施設との連携強化

② 地域住民への啓発活動

2 現在入院している認知症患者べの対応及び今後入院医療を要さない患‐
者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組

(1) 認知症に対す る医療側 と介護側 との認識 を共有化するための取

① 医療・介護双方の理解の向上

② 入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化

③ 施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ (訪間支援)【再掲】

(2) 入院医療を要さない認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整

① 居住系施設等やサービス支援の整備

② 退院支援・地域連携クリティカルパスの導入
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<構成員>
朝田 「径  筑波大学大学院人間総合科学研究科 (臨床医学系)疾患制御医学専攻精神病態医学分野 教授

阿式 明美 特別養護老人ホーム長春苑 施設長

岡崎 祐士 東京都立松沢病院 院長

河岸 光子

河崎 建人 社団法人日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長)

栗林 孝得 社会福祉法人雄勝福祉会平成園 施設長

柴田 範子 特定非営利活動法人 楽 理事長

長野 敏宏 特定非営利活動法人 ハー トinハー トなん ぐん市場 理事

西田 淳志 財団法人東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所

野澤 和弘 毎日新聞社論説委員

野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会 会長

東 憲太郎 医療法人緑の風 理事長

広田 和子 精神医療サバイバー

渕野 勝弘 医療法人社団淵野会緑が丘保養園 院長

松浦美智代 医療法人財団青山会介護老人保健施設なのはな苑 看護部長

松本 均  横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 課長

三上 裕司 社団法人日本医師会常任理事 (東香里病院理事長 )

三根浩一郎 医療法人幸明会新船小屋病院 院長

<検討経緯>
第 5回 (平成 22年 9月 2日 )

議題 認知症と精神科医療の現状について

第 6回 (平成 22年 9月 13日 )、 第 7回 (平成 22年 9月 16日 )

議題 構成員からの ヒア リング

第 8回 (平成 22年 9月 30日 )

議題 構成員及び有識者からの ヒア リング

有識者 上野秀樹氏 (海上寮療養所 )

第 9回 (平成 22年 10月 14日 )、 第 10回 (平成 22年 10月 21日 )

議題 検討すべき論点について

第 11回 (平成 22年 11月 4日 )、 第 12回 (平成 22年 11月 18日 )

議題 認知症と精神科医療について

第○回 (平成 22年 12月 ○日)

議題 中間とりまとめ (案 )について



第13回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成22年 11月 25日        1 資料1-3-3

(第 ¬2回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 資料2-3)

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム (第 2R)
論点 (案)への意見

これまでの構成員の意見を踏まえ、認知症患者に対する精神科医療のあるべき姿と役割

に関して、現時点で考えられる論点を以下にまとめた。

(各論点の下に、第 9回 (10月 14日 )、 第 10回 (10月 21日 )及び第 11回 (11
月4日 )の検討チームで出された意見を追記。)

論点 I 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化 (案 )

1 地域での生活を支えるための精神科医

入院を前提として考えるのではなく、できるだけ地域で暮らしていけるよう支援する

ため、以下のような役割を担つていくべきではないか。

|・ 全体の構成、考え方 としては理解するが、「できるだけ」ではなく「原則」とすべき (岡 |

崎構成員 )

|。 まず患者本人や家族が人として地域で生活できることが重要であり、報酬や制度はその

1 次に議論すべき課題 (柴 田構成員 )

|・ 入院する前のケースマネジメン トが重要であり、入院 しないよう、BPSDを 防ぐ在宅・

1 外来医療が大切 (西 田構成員 )

|。 どのようなケアがなされていれば入院を防ぐことができるのかとい うことを作 り上げて

| いくことが重要 (河崎構成員)

|。 入院している人 自身の思いに基づいて考えていく必要があるのではないか (野村構成員)

|・ 認知症の方ご本人の思いをくみ取つていく努力をする必要がある (野澤構成員 )

|・ 認知症の方でも、先輩 として敬い、人間として尊敬する視点で取 り組んだ方が良い (広

1 田構成員 )

① 専門医による早期の診断

周辺症状が出てから精神科を受診するのではなく、認知症の早期から、精神科等の

専門医を受診して、正確な診断を行うことができるようにすべきではないか。

|・ 診断・治療のためには、患者の生活の背景も聞き出す必要がある (柴 田構成員)  |
|。 認知症疾患医療センターについては150か所を目標にしているが、それで十分なのか、

|

1 検討が必要 (河崎構成員)                          |
|。 専門医は、認知症のサポー ト医との連携や量的整備が必要 (松浦構成員)     |
|・ 物忘れ外来に来る目的は、診断、入院、治療があ り、治療については、早期から作業療

|

1 法士が関わることが有効 (阿式構成員 )
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|。 精神科医療の役害Jは、第一に診断、第二にBPSDが 改善 される入院、第二にアウトリ
|

| ―チ支援であると考える (野村構成員)                    |
|。 認知症サポー ト医による相談、専門医への紹介が重要であ り、そのための活用が必要で

|

| ある (三上構成員 )

② 認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のア ドバイス

早期の正確な診断により判明した原因疾患や、認知症の経過や状態に応じた診断を

適宜行うこと等により、予測される症状や経過を踏まえて、本人、家族、介護者等に

適時適切な生活のアドバイスを与えることができるようにすべきではないか。

|。 家族が求めている支援は指導ではなく、話を聞いてくれることが重要。関係職種が一堂
|

| に会するケア会議を多く持てるような工夫が必要 (河岸構成員 )

・サポー ト医事業に精神科も協力 してい くべき (長野構成員)            |
。退院 して主治医が変わると悪化することがある。継続 して医療にかかれることが退院時 |

③ 家族や介護者への相談支援や訪間支援

訪間診療、訪問看護、必要な時には24時間365日 いつでも連絡可能な電話相談

等を通じてt患者だけでなく家族や介護者に対する適時適切な支援を行う役割を担う
べきではないか。

|。 24時間 365日 を医師だけでやるのは現実的ではなく、相談員やチームでの対応、相
|

談事業を公的な制度で行 うなどシステムが必要 (三上構成員、長野構成員、河崎構成員、

岡崎構成員 )

。この点は極めて重要ですぐに駆 けつけて くれるサー ビスが最優先で整備すべき (野澤構

成員 )

。電話相談だけでは顔がみえないので、訪問支援で顔の見える関係構築が重要 (栗林構成

員 )

・医療の訪問看護はつかいにくい。夜間のサービスがあるとよい (三根構成員 )

④ 施設等に入所する認知症患者への訪間支援 (ア ウ トリーチ)

施設等に入所する認知症患者への訪間診療を積極的に行うことにより、施設等にお

いて安心して認知症の人を受け止めることができるよう、支援すべきではないか。

精神科医療が地域に出て行 くことが当た り前になるのであれば、報酎‖の形で評価 される

ことが必要 (河崎構成員 )

対診のルールについて整理が必要 (河崎構成員 )

アウ トリーチは多職種チームで行 うことが重要 (岡 崎構成員 )

一
　

●
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・患者の生活の場で治療するとい うスタイルは今後重要 (野村構成員 )

。精神科医療の役割は、第一に診断、第二にBPSDが 改善される入院、第二にアウ トリ

ーチ支援であると考える (野村構成員)【 再掲】
。今の状態を的確に把握するには訪問看護は重要 (三根構成員)

・アウトリーチするには人材が不足しているので精神科医療の底上げが必要 (広 田構成員)

。その人の日常生活は家に足を踏み入れない限り分からない。現在の介護サービスでもで

きている訳ではないが、家に出向いて夜の生活も含めて支える必要がある。医師や訪問

看護師が地域に出ることが前提でなければ、家族が苦しむことになる (柴 田構成員)

・介護の事業所ががんばればがんばるほど重度の人が集まつてくる。現場の力をつけるた

めに、精ネ申科医療の先生方の協力を望む (柴 田構成員)

⑤ 精神症状への24時間の対応体制 (ソ フト救急)

精神科病院のアウトリーチ等により、在宅等であつても精神症状へ対応できる体制

構築を図るべきではないか。

。地域で見ていくためにはいざとい うときに受け入れ機能を有する精神病院が必要 (朝 田
|

構成員)                                   |
。認知症だけでなく精神疾患も含めてソフ ト救急を位置付けてほしい (広 田構成員)  |
。地域住民が見守 り、声かけに参加するような取 り組みが必要 (広 田構成員)     |

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ ロケアの提供

退院後の療養にスムーズに移行できるよう、必要な外来医療体制を提供する役割を

担うべきではないか。

| 
。重度認知症デイ・ケアの充実が必要 (河峙構成員)               |

2 認知症の周辺症状 (BPSD)を有する患者への精神科医

BPSDを 合併する場合など、地域での対応が困難となつた場合には、迅速かつ十分な精

神科医療が提供できる体制の充実をはかるべきではないか。

① 認知症の周辺症状 (BPSD)への適切な治療

認知症に合併する精神症状や異常行動 (BPSD)に 対して、患者の背景や生活状況な

ども考慮し、BPSDの要因が精神疾患等の精神科医療が必要なものであるかどうか判断

した上で、必要最小限の適切な薬物治療を行える、認知症に習熟した精神科医を養成

すべきではないか。
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・適切な治療を検討するに当たっては、環境調整にまず努めるべき (岡崎構成員)   |
中核症状のもた らす反応性の周辺症状 と精神疾患等が背景にある周辺症状を鑑別できる

医師が必要 (岡崎構成員 )

。入院当初から家族への説明は重要で、特に制度的支援の説明が必要 (河岸構成員)

。必要最小限とい うキーワー ドは重要 (広 田構成員)

・治療を行えることと、養成 とは異なるので項 目を分けるべき (河崎構成員 )

② BPSDを伴う認知症患者の円滑な受入れ (地域との連携)

日頃から外来診療や地域の事業所と連携を保ちt認知症患者の情報交換を行つてお

くことで、周辺症状への対応が必要になつた場合の円滑な受入れ (入院)が行えるよ

うにするべきではないか。                 、

|。 受入れ (入院)だけでなく出口も円滑になるようにすべき (長野構成員 )

・家族にとっては、入院の目的や医療の内容を明確化 してもらい、どうなったら退院する

のかが分かれば納得できる。ばたばたで入院 し、いきな り退院 と言われても納得できな

い (河岸構成員 )

。入院する前のケースマネジメン トが重要であり、入院 しないよう、BPSDを 防ぐ在宅 。

外来医療が大切 (西田構成員)【再掲】

③ 認知症患者に必要な入院医療

短期間で周辺症状を落ち着かせるような質の高い入院医療を提供できるようマン

パワーの充実 (特に夜間)をはかるべきではないか。

|。 症状の鑑別や病棟別の対応が重要。マンパ ワーの充実 も必要だが、認知症をケアするた

| めのハー ド面の基準を設けるべき (長野構成員 )

・入院医療は周辺症状への対応だけでなく、鑑別診断のための短期入院も考慮すべき (長

野構成員)

。地域で支える必要性はその通りだと思うが、患者にはいろいろな症状を示す方がいる。

すべての方に地域生活を求められると、困るのは家族ではないか (三根構成員)

。精神科医療の役害1は、第一に診断、第二にBPSDが 改善される入院、第二にアウトリ

ーチ支援であると考える (野村構成員)【 再掲】

④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の病態像とその受入れ

重度の周辺症状を有する認知症患者の状態像の条件を整理し、その条件に該当する

患者については十分な入院医療が提供できるよう、適切な精神科病棟の配置等を検討

すべきではないか。加えて、重度の周辺症状を有する認知症患者へ、質の高い入院医

療を提供するために、身体合併症も診られるよう、内科医の配置や地域の医療機関と

の連携確保等について検討すべきではないか。
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・重症の入院患者の場合は終末期の役割も担っている

。どうしてもBPSDが 治まらない人もお り、そのよ

つていつているのは事実 (朝 田構成員 )

(渕野構成員 )

うな患者が時間をかけて病院にたま

3 身体合併症を有する認知症患者への入院医

認知症患者は高齢者が多く、ほとんどの患者が身体合併症を有 しており、それへの対

応力の向上について、検討 してはどうか。

① 合併症の状態像に応じた精神病床の受入先 (総合病院精神科と精神科病院の役割分担)

身体合併症については、急性期の合併症治療は、総合病院精神科など他の専門診療

科との■リエゾンが可能な受入先が必要であり、基幹型認知症疾患医療センター運営事

業等を活用して、急性期の身体合併症の受け入れができる体制を確保していくべきで

は な い か 。

② 慢性疾患を合併している認知症患者への対応

認知症については、慢性の身体合併症を有している場合が多いことから、慢性の身

体合併症を持つ認知症患者であつても、入院治療が必要となるような認知症の周辺症

状が発生 した場合には、円滑に精神科病院への入院が可能となるよう、地域型認知症

疾患医療センター運営事業等を活用 し、体制を確保するべきではないか。

慢性の身体合併症は 7日 間では対応できない (三上構成員 )

地域型認知症疾患医療センターの対象に慢性期の身体合併症もいれていくべき (三上構

成員 )

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方

認知症患者が、精神科以外の専門医療が必要となつた場合には、他の専門診療科と

連携が容易な総合病院精神科を受け皿とするが、地域の医療資源を考慮し、必要に応

じて、精神科医療機関に他の専門診療科の医師が訪間診療を行うことや、精神科の医

師が他の一般医療機関に訪間診療を行うなど、医療機関間の連携強化につながる取組

の推進について、検討が必要ではないか。

|・ 対診については診療報酬の整理や責任の所在の整理を行 う必要がある (河崎構成員) |

|・ 対診のルールは複雑でわか りにくいため積極的に行えない (三上構成員 )

|。 連携も重要だが総合病院の精ネ申科を増やすべき (広 田構成員 )

一
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4 地域全体の後方支援機

認知症患者への総合的なケアの中に精神科医療があるということを鑑みると、認知症

患者、在宅介護を行つている家族、認知症を受け入れている事業者、行政機関等との連

携を強化 していくべきではないか。

|。 地域における認知症への全体の関わりの中に精神医療の役割もあることを認識していた |

だきたい (長野構成員)                            '

① 地域住民や地域の他施設との連携強化

地域連携会議など、地域住民、地域包括支援センター、地域の事業者等との会合や

情報交換を定期的に行い、地域における診療連携の強化や、退院支援・地域連携クリ

ティカルパスの作成 (論点Ⅱ-2-②を参照。)等 を積極的に進めるべきではないか。

また、ケアマネジメント機能を拡充するため、介護支援専門員が中心となつて行う

個別支援会議にも積極的に参加すべきではないか。

② 地域住民への啓発活動

認知症の症状や対処法に関して、地域住民や関係事業者向けの説明会などを行うベ

きではないか。

|。 住所 と名前が必ず入 つているよ うなファッシ ョンをはや らせ るべ き (広 田構成員)  |
|。 症状や対処法だけでなくて制度などの説明も必要 (河岸構成員 )

|。 心理的社会的なバ リアが大きい ところなので、説明・普及啓発活動が特に重要 (野澤構成

,1員 )

|。 顔の見える関係での相談業務が重要 (栗林構成員 )

・高齢者への普及啓発は非常に大事 (野村構成員 )

。多職種で関わることが重要である。しか し、そのための教育体制 も重要 (東構成員、三上

構成員、長野構成員 )

‐                        |
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論点Ⅱ 現在入院している認知症患者への対応及び今後入院医療を要さない

患者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組 (案 )

現在入院 している認知症患者で、必ず しも入院医療を要さないと判断される患者が地域

の生活の場で暮 らせるようにするため、及び入院医療を要さないと判断される患者が今後

地域の生活の場で暮 らせるようにするためには、身体合併症や治療抵抗性の BPSDの ような

入院せざるを得ない場合を除き、認知症患者を地域で受け入れることが基本となるような

取組を進めるべきではないか。

¬ 認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取

医療機関側からみれば、認知症の症状がある患者を介護施設や事業者が受けてくれな

いのが現実であるとの指摘がある一方、介護施設側からみれば、医療機関が認知症患者

への退院後の医療的支援が不十分であるとの指摘もある。認知症患者を地域で受け入れ

るためには、医療と介護が連携 してサー ビスを提供する体制が必要であることから、医

療側と介護側との認識を共有化するための取組が重要ではないか。

・介護に携わってきた人間として医療に対する思い込みで見ている面があると感 じた。医療
|

と介護 との認識の共有化は非常に重要である (松浦構成員)

・介護施設が頑張るほど重症者が集まってくるので力をつける取 り組みが必要。医療と介護

が一緒に受けられる研修プログラムを検討 してほしい (松浦構成員 )

この項 目は、医療の側からすると逆のことがもつと必要であり、介護の側に医療に対 して

理解 してほしいと思 う。書きぶ りの検討が必要 (河崎構成員 )

① 医療側の介護サービスに対する理解の向上

医療側においては、認知症患者を地域で支えるために必要な介護サービスや生活支

援に対する理解を深めることが重要であるため、医療従事者に対し、地域の介護サー

ビス資源に関する情報提供や研修の機会を提供するべきではないか。

② 入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化

入院を要するような周辺症状が出なければ地域で暮らせることから、日頃から、認

知症患者や家族、介護事業者等との関係を築き、周辺症状の兆候がみられた場合には、

早期から訪間支援等の適切な医療を提供できるようにすべきではないか。

③ 医療側からの介護施設へのアウトリーチ

認知症患者や、認知症患者を受け入れている介護施設に対して、積極的に相談支

援や訪間支援を行えるよう環境を整備すべきではないか。
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。医療か介護か責任の所在を整理する必要がある (長野構成員)

。訪問するのは結構大変なので、見守りの機能の充実も検討すべき (阿式構成員)

。医師が外来もやり訪問診療も行くというのは実際には大変さがある (三根構成員)

④ 介護側の対応力の向上

介護側においては、精神科病院を退院する認知症患者であつても、積極的に受け止

められるよう、周辺症状への適切な対応など、医療機関との連携・対応力の向上をは

かるべきではないか。

|・ 認知症施策としてやっている様々な事業があるので紹介して施策の連携を図るべき (三
|

1 上構成員)                                   |

2 入院医療を要さない認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備

入院医療を要さない認知症患者が、地域で安心して生活することができるよう地域の

認知症の方に対する必要なサー ビスの整備を推進すべきではないか。

また、そのためには認知症患者の状態の的確な把握や、地域での生活に必要な支援の

内容について十分な検討吟味を行 うべきではないか。

① 居住系施設等やサービス支援の整備

介護保険事業 (支援)計画の策定に当たっては、その地域の認知症患者のニーズを

的確に把握した上で、認知症支援策の充実について、地域の実情を踏まえて記載する

ことを検討してはどうか。

その際、既存の精神病床の活用についても検討すべきではないか。

。自治体の立場か らは、どのようにニーズを把握するのか、どのようなサービスが必要か、
|

具体的な進め方を示 していただく必要がある。第 5期事業計画でもエ ッセンスはあっても |

よい (松本構成員 )

。日常生活圏の計画では対応できないので、老人福祉圏域程度の範囲で県と連携 して検討す

る必要があるのではないか (松本構成員 )

・第 5期 の段階で、県単位のモデル的な取 り組みをや り、第 6期以降に本格的に進めていく

といったスケジュール感が必要ではないか (松本構成員 )

。何を地域に準備すべきかについては精神科医療だけでなく地域の福祉 も総合的に勘案 して

検討すべき (野村構成員 )

・精神病床の活用 とい うのは、病院 と生活の場 とは大きく異なると思われ、違和感がある (広

一　

　

一

田構成員 )
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|。 受け皿を考える時に、アメニティに配慮 され るのな ら、効率化の観点か ら、廃止 して新た

に作るよりは既存のものを活用するとい う視点も重要 (三上構成員)

。小規模多機能サー ビスの量的整備が必要 (岡崎構成員 )

。小規模多機能は重要だが医療へのアクセスが確保できるようにする必要があり、医療版小

規模多機能のような考えもあるのではないか (三上構成員 )

。精神病床については、今後の認知症患者が増えることを考えると、キャパシティがこれで

よいかどうか考えなければならない (渕野構成員)

。老健施設では、短期集中リハを実施 し、早期の家庭復帰の支援に力を入れている。認知症

患者の退院支援の受け皿として、老健をもつと活用 してほしい (東構成員)

。多職種がいて医療的なこともできるとい う意味では老健施設に期待できる (「可式構成員)・

地域で安心 してみるためには、老健施設でのショー トステイの受け皿が重要 (三野構成員 )

。緊急に入所できる介護保険施設があれば、安心して在宅での療養が出来ると考えられるが、

現在の介護保険制度においては、ショー トステイの使い勝手が非常に悪いため、改善の必

要があると考えている。 (三上構成員 )

・退院可能な認知症高齢者がいれば、可能な限 り介護保険で受け止めるべきである

(松本構成員 )

② 退院支援・地域連携クリティカルパスの導入

受け皿の整備に加えて、周辺症状等が改善した後、退院先での生活への移行を円滑

に行うことも重要であるため、入院早期に、症状が改善するまでの診療計画、退院先、

退院後の医療的支援等を含めた退院支援・地域生活医療支援計画 (認知症版退院支

援「地域連携クリティカルパス (※ ))が作れるよう、モデルとなる退院支援・地域

連携クリティカルバスを開発・普及させるべきではないか。

(※ )地域連携クリティカルパス

入院初期の段階からあらかじめ、急性期の診療計画と併せて退院後の連携機関における診

療計画を作成しておくことにより、円滑な転院を促し、入院期間を短縮する効果があるとさ

れている。医療計画に定める疾病 (がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病)や、大腿骨頸

部骨折等で既に導入されている。

・連携パスの導入は良いことだと思 うが、受け皿の準備が伴っていかないと具体的なパスの

検討は困難ではないか (河峙構成員 )

・ケアマネジメン ト、ケースマネジメン トを介護だけでなくどう組み立てていくかが重要に

なる (河崎構成員 )

・状況は地域によってずいぶん異なる。それぞれの地域で認知症の方の地域生活を支えるシ

ステムを作つていく必要がある (河崎構成員 )

・事例の連携パスは思つたほどうまく進んでいないと認識 している。BPSD等 で思 うよう

にいかなかったのと、最終的には受け皿の関係 もあつたのではないか (渕野構成員 )

。何か月で退院 して地域に帰す。病院のPSWや ケアマネジャーが協力 して生活を支えてい
|

9
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くことができれば良いのではないか (渕野構成員 )

・ 1日 でも早 く退院 して地域生活に戻つていただきたいのが現実。スムーズに出られるよう

なシステムを作ってほしい (渕野構成員 )

・連携パスに過度の期待は禁物であるが、連携の底上げとい う′点では必要である。ただ、患

者不在の作業工程表にならないように注意が必要である。 (長野構成員 )

。パスは本人の生活をベースにした計画が立て られるような工夫がいる (野村構成員 )

。家族にとつては、入院の目的や医療の内容を明確化 してもらい、どうなったら退院するの

かが分かれば納得できる。ばたばたで入院 し、いきなり退院 と言われても納得できない。

(河岸構成員)【 再掲】
。一律に適応するのではなく、濃淡が必要。尾道のパスはシンプルなもので うまくいつてい

る (朝 田構成員 )

。連携強化には、病院の精神保健福祉士 (Psw)の活用が重要 (東構成員、岡崎構成員、三

根構成員、河岸構成員 )

|・ PSWの活用にあたっては精神医療の専門性 よりもむ しろ高齢者ケアを学ぶ姿勢が必要

|(広田構成員 )

|。 退院だけではなく、入院する前か ら症状が出た場合のパスといった今ない視′はでのパスも

1 必要ではないか (西 田構成員 )

|。 勤務 していた病院では、 1週 間、 3か月、 6か月でパスを作っていた。入院時から節 目ご
|

| とに目標を示すことで確実に退院の話につながるというメリッ トがある (阿式構成員) |
|・ 大牟田パスなど認知症施策全体で検討 されているのパスについても例になるのではないか

|

| (三上構成員)                                 |

10
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保護者制度・入院制度について

平成22年 11月 25日

厚生労働省精神 [障害保健課

I これまでの経緯



|どλ薄苦あ鶉

年 保護者制度 入院制度

精
神
病
者
監
護
法

明治33年 ・精神病者監護法の公布
① 後見人、配偶者、親権を行う父又は母、戸主、親族で
選任した四親等以内の親族を精神病者の監護義務者と
して、その川頂位を定める。
また監護義務者がないか、いてもその義務を履行でき

ないときは住所地、所在地の市区町村長に監護の義務
を負わせる。

② 精神病者を監置できるのは監護義務者だけで、病者
を私宅、病院などに監置するには、監護義務者は医師の
診断書を添え、警察署を経て地方長官に願い出て許可
を得なくてはならない。

精
神
病
院
法

大正8年 ・精神病院法の公布
地方長官は、医師の診断により、精神病

者監護法によって市区町村長が監護すべき

童、罪を犯した者で司法官庁が特に危険があ

ると認める者、療養の道なき者、地方長官が
入院の必要を認める者等を精神病院に入院
させることができる。

精
神
衛
生
法

昭和25年 ・精神衛生法の公布

保護義務者の制度の創設、私宅監置制度の廃止、保護義
務者による保護拘束の規定等

◎措置入院制度の創設 (第 29条 )

◎保護義務者の同意入院制度の創設 (33
条 )

◎仮入院制度 (3週間)創設 (第 34条 )

昭和40年
改正

・保護義務者による保護拘束の規定の削除 ◎緊急措置入院制度の創設 (第 29条の2)

◎入院措置の解除規定創設 (第 29条の4)

2

精
神
保
健
法

昭和62年
改正

◎任意入院制度の創設 (第 22条の2)

◎同意入院を医療保護入院と改名 (第33条 )

◎指定医の判定を入院要件化(第33条第 1

項 )

◎扶養義務者の同意による医療保護入院等を
認める仕組の導入 (第33条第2項 )

◎医療保護入院に係る告知義務及び告知延

期期間の規定を創設 (第33条の3)

◎応急入院制度の創設 (第 33条の4)

平成5年改
正

・「保護義務者」の名称を「保護者」に改正
・措置解除により退院した場合等において、保護者は必要
に応じて精神科病院及び社会復帰施設 (障害福祉サービ
ス事業者)等 に対して支援を求めることができる旨を新た
に規定 (22条の2)

◎仮入院期間を1週間へ短縮(第 34条 )

平成7年改
正

◎告知延長期間を4週間と設定 (第 33条の3)

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

平成11年
改正

保護者の保護の対象から任意入院者及び通院患者を除
外

保護者の義務のうち自傷他害防止監督義務を削除 (保護
者の義務の軽減 )

保護者となることができる範囲に民法における成年後見
制度の保佐人を追加

◎移送制度を法律上明文化 (第 29条の2の
2)

◎医療保護入院の要件の明確化 (任 意入院等
の状態にない旨を明記)(第33条第1項 )

◎移送制度の創設 (第34条 )

◎仮入院制度の廃止

平成17年
改正

◎特定医師の診察による医療保護入院等の

特例措置導入 (第 33条第4項、第33条の4
第2項 )



「精神保健医療福祉の更なる改革に向けてJ

平成21年 9月 24日

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書 (抄 )

〇 以下の点をはじめとする精神保健福祉法の課題に関する検討の場を設け。検討に

着手すべきである。

・ 家族の同意 I量るス院制度のあり方について
ぃ 隆 菫 燿 義 ■ 虐 へ ∩ 聞 音 ふ 全 ハ ■ 偲 護 妻 当I麿∩ ふ []曹″

「

ぅ と、7

・ 未治療・治療中断者等への医療的介入のあり方や、通院医療の位置付けについて
い精神医療審査会の機能を発揮できるための方策について
い情報公開の推進も含めた隔離。身体拘束の最小化を図るための取組について

・ 地域精神保健における市町村、保健所、精神保健福祉センター等の行政機関の役割の

あり方について

○ なお、俣妻者価格が轟われる場合や認如府高齢者等に対するス院形能のあり方や、

申請・通報制度、移送制度等における関係機関との連携のあり方、個々の患者の病状の

変化に対応した適切な処遇の実施のための方策など、現行制度の改善のための方策につ

いては、随時検討を行い必要な対応を図るべきである。

V今 後の課題

1.精神保健福祉法に関する課題

○ 精神医療の質の向上を図つていく上では、…・(中 略)・ …入院医療をはじめとして、人権
に配慮した適切な医療が透明性をもって提供される制度としていくことが重要であり、精神
保健福祉法についても、『地域を拠点とする共生社会の実現Jに向けても『入院医療
中心から地域生活中心へJという基本的方向性を具体化してしく観点から、諸外国の状
況や議が 日 にお rfる措柚保健医繕福カト蘭菫の状温丼繕圭晏つつ^ふ喜た 阜青 I´を行っ

ていく必要が ある。

○ 精神保健福祉法に基づく各種制度のうち、盤ニニ■院医療二主量五医療保護入踪制度
のあり方や、保護者制度のあり方、精神医療審査会の機能の充実については、過去Q
準 往 詢 iFttI二騰菫 姜 蓋 が 行 わ れ_てハ u 鯖 締 的 た 翌 顕 Jrた って Lヽス 。

○ また、現状においては、惜署ス院制麿や申請口通報制度、移送制度
ても都道府県等によつて大きな違いがみられているが、精神医療を必要とする者につい
て、人権や本人の安全性に配慮しつつ適切に医療につなげていく観点からは、名柿辟 I「 お

いて摘Tに運用されるべ養ものである。

○ これらの課題については、本検討会においても議論を行い、
・ 蒙 構 が 医 密 保 雪 ■腱 ル Lヽう職 報 ス腱 の 日 資 書 ルな ム制 麿 につ Lヽて 阜宿 す べ 養

・ 優 肇 書報 麿 臓 ^蒙 権 ル措 柚 瞳 塞書 六 人W方 の 色 相 ルな って お こI^景直 しを 行 うべ 養

・ 未治療・治療中断等の重度精神障害者に対し地域生活を継続しながら医療的支援を提
供する体制、通院を促す仕組みを検討すべき

等の意見があつたところである。



今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 (第21回)における意見

(今後の検討について)

。 別途検討する場を設けてほしい。

・ 別途検討する場を設ける際には、検討メンバーの半数程度は当事者にしてほしい。あわせて、当
事者からのヒアリングをもっと実施してほしい。

・ 障害者基本法上の障害者の定義との整合性も検討すべき。

(入院制度全体について)

・ (医療保護入院を廃止して)諸外国のように措置入院と任意入院の2種類の入院形態にすべき。

(措置入院について)

・ 措置解除に至るまでの期間や入院期間の格差にも留意すべき。

【保護者制度について】

・ 保護者制度は廃止すべきである。

・ 精神保健福祉法は、家族の犠牲を前提とした制度設計になつており、前近代的な法律である。

・ 「治療を受けさせる義務」を素人である家族に担わせることは不合理である。特に、本人が未治
療者である場合に、そもそも本人が精神疾患の疑いがあるかどうかを家族が判断して精神科を
受診させることを法的義務として課していることは無理がある。

・ 重症化して入院に至らないような手当をしてし`くことが重要。

・ 単身者への支援を行つているが、入院治療へ繋げようとすると、入院に関する手続は家族が担う
ことになつている関係からか、病院から「保護者 (家族)を」と求められ、疎遠となっている家族と連
絡を取らざるを得ず、より関係が悪化することもある。

・ 患者の権利擁護については、自治体に権利擁護センターのような機関を設置することも考えられ
る。その際、当該センターの職員に病院への立入権限を付与するなど訪間型のアプローチを実
施できるよう留意すべき。

・ 保護者には権利面だけを残し、義務は自治体が担うべき。

・ 精神保健福祉法から保護者の義務規定を削除したとしても、家族が、民法上の損害賠償責任か

ら逃れることはできないのではないか。不法行為により生じた損害に対し、誰が責任を取るのか。
保護者でないとすれば、病院の管理者なのか、自治体の長なのかという点を保護者制度を見直
す場合、検討しなければならない。

・ 保護者の代替として、「PersOnal Representat市 e」 を立てることは考えられる。

・ 成年後見制度を活用するなら、鑑定費用を公費負担すべき。

・ 家族による保護者制度の撤廃をし、自治体が保護者になるべき(?)。
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障害者制度改革の推進のための基本的な方向について

(平成22年6月29日閣議決定)(抄 )

障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第一次意見)

(平成22年6月7日障がい者制度改革推進会議)(抄 )

政府は、障がい者制度改革推進会議 (以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向 (第一次意見)」 (平成22年 6月 7日 )(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下

記のとおり、障害者の権利に関する条約 (仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内
法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。

3個別分野における基本的方向と今後の進め方

以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討

過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期

間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講

ずるものとする。

(4)医療

○ 精神障害者に対する強制入院、強■lJ医療介入等について`いわゆる『保護者制度Jの見直し
等も含め、その在り方を検討し、平成24年内を目途にその結論を得る_

○ 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面
の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平

成23年内にその結論を得る。
○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総

合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24年内を目途にその結論を得る。
○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23

年内にその結論を得る。
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(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送れるためには、すべての障害者が障害を理由とする差別なしに可能な限り最高水準の健康を享受
できるよう、必要な医療やリハビリテーシン 等が提供されなければならない。特に精神医療に関しては、医療と福祉が混在し制度上の問題を多く含ん
でいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要も る。

【措綺臆著者に対橘 職静■腱豊の旦僣:″1

轟
~‐
制度では^措神瞳妻者 l_‐する措置ス腱^医繕俣肇λ院_豊コ:所の■

'に
■るス腱 織制医霧介ス讐につ Lヽで:■ ―夕の事件の下で、

本人の日責を必要とせずに^格瓢的なス院 o医繕措置をルス
「

ルが可能ルなっており_勝害者焙ヨl=綺を騰菫テ 自由の劇奎ルLヽう観点から綸

討すべき問題がある^

このため、現行の精神瞳害者に対する強制入院ヽ強制医療介ス等について^いわゆる「俣講者411tt lも含め、見直すべきである^【厚生労
働省1

【地域医療の充実と地域生活への移行】

精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、いわゆる「社
会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数でも約7万 人いるといわれている。
このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後における医療、

生活面からのサポート(ショートステイ等を含む。)の在り方については、総合福祉部会で検討を進める。【厚生労働省】

【精神医療の一般医療体系への編入】
現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除いて、原則として精神病室以外の病室には入院できないこととなつており、このこ

とが精神障害者とつて一般医療サービスを受けることを困難にしている。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精神科特例」によリー般医療
に比して医師や看護師が少ない状況にある。
このような状況を踏まえ、以下を実施すべきである。

・精神医療の一般医療体系への編入の在り方について、総合福祉部会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。
・特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない現状を改善し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止を含め、具体的
な対応策を請ずる。【厚生労働省】

【医療に係る経済的負担の軽減】

障害者は健康面における特段の配慮や対応を必要とする場合が多いが、継続的な治療等に要する費用負担が大きいため、必要な医療を受けること
が困難な状況がある。
このような状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持し、自立した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費用負担につ



障害者の権利に関する条約 (仮訳文)(抄 )

第十四条 身体の自由及び安全

締約国は、障害者に対し、他の者と平等に次のことを確保する。

(a)身体の自由及び安全についての権利を享有すること。

(b)不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由のはく奪も法律に従って行
われム

「
ル■7ド いかたる場合にお Lヽても自由の は(奎が瞳塞の有存によって下当イkきれ

ないこと。

締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であつても、当該障害者が、

他の者と平等に国際人権法による保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及
び原則に従つて取り扱われること(合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。

第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもつて地域社会で

生活する平等権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会

に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。
この措置には、次のことを確保することによるものを含む。

(a)瞳害者が^他の者と平等に。居佳地を農根し^及びどこで肇と牛活するかを観根する
機会を有するこル赫びに特字の居倖補譜で牛活する義路を目わないこと。

(b)地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及び

隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス (

人的支援を含む。)を障害者が利用することができること。

(c)一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとつて他の者と平等に利用可能で
あり、かつ、障害者の二一ズに対応していること。
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Ⅱ 保護者制度について



保護著制度め概要

保護著罰度と|ま

「保護者」は、精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなど、患者の生活行動一般

における保護の任に当たらせるために、設けられた制度。

患者の医療保護を十分に行おうとする要請と、患者の人権を十分に尊重しようとする要請との間にあ

り、

①任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること(22条 1項 )

②任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること(22条 1項 )

③精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること(22条 2項 )

④任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たつて医師の指示に従う
こと(22条3項 )

⑤回復した措置入院者等を引き取ること(41条 )

⑥医療保護入院の同意をすることができること(33条 1項 )

⑦退院請求等の請求をすることができること(38条の4)

③⑤による引き取りを行うに際して、精神病院の管理者又は当該病院と関連する精神障害者社会復
帰施設の長に相談し、及び必要な援助を求めること(22条の2)

という役割が規定されている。

:彙義 壊獲ぶ越をお薦覇 ヽ

① 後見人又は保佐人(※ ②～④の者と順位変更はできない。)

② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
《昭和二十五年法律第百二十三号)(抄 )

(保護者 )

第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに

該当する者は保護者とならない。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 破産者
五 成年被後見人又は被保佐人
六 未成年者
2保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後

見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、

同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。

第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市
町村長 (特別区の長を含む。以下同じ。)、 居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

第二十二条 保護者は、精神障害者(第 二十二条の四第二項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を
継続して受けている者を除く。以下この項及び第二項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならな
い 。

2保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。

第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務 (第 二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るも
のに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害者

自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業 (以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社

会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
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(医療保護入院)

第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 第二十四条第一項の規定により移送された者
2～ 7(略 )

(医療保護入院等のための移送 )

第二十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、保
護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第二十三条第一項の規定による入院をさせるため第二十三条の四第一項に規定する精神
科病院に移送することができる。
2～4(略 )

(相談、援助等 )

第二十八条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図
るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。

(退院等の請求 )

第二十八条の四 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院さ
せ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求
めることができる。

(保護者の引取義務等)

第四十一条 保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、か
つ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。

(医療及び保護の費用)

第四十二条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。

成年後見制度について
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概要

○ 本制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者の権利擁護制度。

○ 高齢社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から。自己決宗の菫重^磁有能

力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図ることを目
的として、旧民法における禁治産制度及び準禁治産制度を改めたもの。
※「民法の一部を改正する法律(平成11年法律第¬49号 )」 による。

○ 法定後見制度と任意後見制度に分けられる。

○ 法定後見制度には、本人の事理弁識能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類がある。
※審判の申立てから審判の確定までに要する期間は、おおむね4か月程度 (個 々の事案により異なる)。

嗜年後昇ムー等に毒任され■苦|

○ 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任 (父母等親族が選任
される場合もある。)。

○ 本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第二者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選
ばれる場合がある。

○ 成年後見人等を複数選ぶことも可能。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれること
もある。

(注)法務省ホームページによる。 15



後  見 保  佐 補  助

対象者
判断能力が欠けているのが

通常の状態の者

11断能力が著しく不十分な

音
判断能力が不十分な者

申立てをすることができる人

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など

市町村長(注 1)

戎年後見人等(成年後見人・

果佐人・補助人)の 同意が必

要なイテ為

民法13条 1項所定の行為

1注 2)(注 3)(注 4)

申立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定

の法律行為」(民法13条 1

項所定の行為の一部)(注

1)(注2)(注4)

取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外

の行為

同  上 (注 2)(注 3)(注
同  上 (注 2)(注 4)

戎年後見人等に与えられる代

哩権の範囲

財産に関するすべての法律

行為

中立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定

の法律行為」(注 1)

同 左(注 1)

法定後見制度の概要

※法務省ホームページによる。

(注 ¬)本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意

権・代理権を与える審判をする場合も同様。

(注 2)民法13条 1項で|ま,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられている。

(注3)家庭裁判所の審判により,民法13条 1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることが可能。

(注4)日 常生活に関する行為は除かれる。

成年後見関係事件の概況
―平成21年 1月～ 12月―

過去5年における申立件数の推移

後 見 鶏 輸

保 佐 開 始

構 動 開 始

0    5.C)OЭ   1 0 01D0 1御 Ю0 20(Ю0 260∞ 30000 35000 菊£001件 )

(注 1: 各年の件数は、それぞれ当該年の 1月から12月までに申立てのあった体数である。

(注 2) 平成21年 1月 から同年 12月 までのlI意後見契龍締結の豊:こ は合計7,809件 であ

り,平劇 2年 4月から平成21年 12月までの豊記件数素計は40.792件 である (

16

総

見
任議鉾

任
監

法務省Ft寧局による ,゙. ※ 裁判所HPよ り
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成年後見制度利用支援事業

【概要】
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者
の権利擁護を図る。
[地域生活支援事業費補助金]

【実施主体】
市町村 (共同実施も可能)(指定相談支援事業者等へ委託することができる。)

【対象者】
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後

見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困
難であると認められる者。

【事業の具体的内容】
成年後見制度の申立てに要する経費 (登記手数料、鑑定費用)及び後見人等の報酬の全

部又は一部を助成する。

威年後見制度研究会報告書
(平成22年7月成年後見需J度研究会)(抄 )
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2 医 磨 曰 音

(1)問題の所在等

現在,成年被後見人など医療行為の是非について判断する能力を有しない者
に対して医療行為を行う際にどのようなプロセスを経る必要があるのか一例

えば,医療行為を受ける者の家族等に対して十分なインフォームドコンセントを行
い,その家族等から当該医療行為について同意を得た上で医療行為を行うものと
するなど―を…般的に定める法令又はガイドライン等は存在しない。

★
1☆2

'1平成11年の成年後見制度導入の際の手術・治療行為その他の医的侵襲に関する決定権・同意権

に関する規定を導入することが見送られた経緯については,小林昭彦=原司「平成―一年民法一部

改正法等の解説」269頁 参照。

・ 2ただし,終末期医療については「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平 成19年 5月

厚生労働省)がある。

したがつて,本人が医療行為の是非について判断する能力を有しない場合に
お い て ,医磨 鷺 聞 が 膚 生 餡 目 A ttI「樹 I″τ 六 人 IFttI鷹 繕 得 着 多 得 らFル rrつ

いて同意することを求めても.威年後見人等としてはその求めに応じて医療行
為に同意することができない状況にあるといえる。

(続く)

19



しかしながら,実際上 は.家族等の身彗りが な い本人 に対して医療行為を

行う際には.医療機関が本人に対する医療行為について成年後見人等の同意

を求める場合が ある。研究会では,成年後見人等は,インフルエンザの予防接

種など六 人に対する医的信襲が盤薇であ:J_子の医繕行為のヨI催日が凛縮す

る可能性が それほど高くな いような場合には同意することを迷わな いが
☆3,そ

の手術が生命に危険を及ぼす場合や手術をしなくとも生命に別状はないが手術

をしないと身体に障がいが残る可能性が高いというような場合には同意すべきか

どうか悩ましいといつた実情が紹介された。

・3 予防接種法第8条第2項は保護者である成年後見人において、本人に予防接種を受けさせるよう
努力義務を課している。

この点に関連し,医療機関の中には.本人が医療行為の是非について判断す

る能力を有しない場合において手術雲の董★た瞑糟得凛を行う鷹には_梅数

の車F犠婁 によtJ撻威する義冒会等にお Lヽて判断する籠力を有した い者に対

して医轟 歩行うニルが薯当か″らかみ審害 ["か Lで_虚住静員人等の日

意が なくとも。当該医療行為を行っているところが あり,この問題の解決方法

を検討する際に参考になる。

(続く)
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(2)検討

研究会においては,成年後見人等が医療行為について同意できないことによ
り.本人に対する医療行為が適掘に行うことができないという結果が生じな
いようにする必要があるが,同時に,この問題は,インフォームドコンセントが
舌燿きhム汁全にあつて,戻糟行為の肉蓉滲壁燿lヵて自■の責里決字を寿田
することができない者に対する医療行為を行うために。どのようなプロセス
を経るべきかという問題の一つの表れであつて,成年被後見人等に限って検討
して解決できる問題ではなく.医療同意の在り方全般を検討していく中で,併
せて綸計封象とされるべ春問題であるとの認識が大勢を占めた。

そして,この問題については,今後とも各方面において更に検討を行っていく

墨要があるとされた。

21



<目 的>
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ

スの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

<実施主体>
都道府県社会福祉協議会文は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社

会福祉協議会等 (基幹的社協等)に委託できる。平成21年度末現在の基幹的社協等は748カ 所。

<対象者>
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している

と認められる者。*平成21年度末実利用者数 (3月 末時点の実数)はt31,968人。

<援助内容>
①  福祉サニビスの利用援助
②  苦情解決制度の利用援助
③  住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に

関する援助等
④  ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用

者の日常生活費の管理 (日 常的金銭管理)」「定期的な訪間による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。(lヶ月の平均利用回数は約2回、
利用料の平均1回 1,200円 )

第4回全国家族ニーズ調査報告書

調1査概要

1.調査方法

○ 全家連から各家族会経 由で会員に調査票を郵送。

○ 有効回答数 2,844票 (回収率 31.1%)
※回答者の年齢 60歳代:366%、 70歳代 :26.6%、 80歳以上:79%
※回答者の続柄 母 :524%、 父:19.2%、 きょうだい:95%

2.調査対象

○ 活動中の 1,307家族会の中から4分の 1の確率で無作為抽出。
→ 327家族会、会員9,243名 を抽出。

3.調査項 目

○ 保護者の続柄および選任の状況

○ 家族が果たせる保護者の任務

○ 保護者制度の見直し

○ 今後の保護者制度に対する期待  等

4.調査時点

2005年 11月 1日
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保護者の置かれている現状
第4回 全国家族ニーズ調査報告書

―精神障害者と家族の生活実態と意識調査―

24

保護者制度の見直し

(複数回答)

家族が果たせる保護者の任務

(複数回答)

7310/O

8000/0

600%

5000/O

7000/0

０

０

０

０

０

保護者は決まっ

ていない,20%

わからない
,

38%

→ 保護者の約7割が父母である。

保護者続柄

成年後見人・保
佐人,01%

市町村長,00%

本人の夫・妻
,

34%

きょうだい
,

97%

おじ・おば
,

04%

祖父母,01%

子,05%



今後の保護者制度に対する期待

35,0%

30,0%

250%

200%

15,0%

100%

5096

0_0%

n=2,844

30.4%

12.5%

9.0%

調査結果 (成年後見制度関係 )

成年後見制度の利用の有無

9.4%

５．２％
目
目
が

成年後見制度を利用しない理由

ゴ
〆
抒
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23.30/0

法定後見

制度を利

用,2.0%

任意後見

制度を利

用,0.7%

→ 精神障害者やその家族のほとんどが成年後見制

度を利用していない。

家族は利

用させたい

が、本人が 本人は利

用したがつ

ているが、

家族が反

対,01%

→ 成年後見制度を利用していない者の中には、

利用方法や費用負担の問題が解決すれば利用
に転じる潜在的なケニスが一定程度存在する。

利用ι/_―ιl

″t費用負

だ″り 尾
′43%

邪■用し/_―ι
'

″t務 の

仕方力妙

からなιち

反対,33%

い ,180%



Ⅲ 入院制度について

28

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

1措置入院/緊急措置入院 (法第29条/法第29条の2)

【対象】入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者

【要件等】精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置
(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名 で足りるが、入院期間

は72時間以内に制限される。)

2医療保護入院 (法第33条 )

【対象】入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び保護者(又は扶養義務者)の同意が必要

(特定医師による診察の場合は12時間まで)

3応急入院 (法第33条の4)

対象】入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同意が得られない者
【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。

(特定医師による診察の場合は12時間まで)

4任意入院 (法第22条の3).

【対象】入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】精神保健指定医の診察は不要

29



措置入院の流れ (第 2‐9条 )

・一般人 (第 23条 )、

・警察官 (第24条 )、

・検察官 (第 25条 )、

・保護観察所の長
(第 25条の 2、 第
26条の3)、

・矯正施設の長 (第 2
6条 )、

・精神科病院の管理

者 (第 26条の2)等

(第 38条の4)
・都道府県知事に対し、本人又は保
護者が請求可能

医療保護入院の1流れ (第33条 )

・精神科病院の管理者の判断

(第 38条 の4)
・都道府県知事に対し、本人又は
保護者が請求可能

鰺
鶉
蘊
颯
塚
揚



精神医療審査会 (精神保健福祉法第12-15条 )

(事務 :精神保健福祉センター)

委員構成員(1合議体あたり5名 )は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行

都道府県知事が下記の者から任命(任期2年 )

☆ 精神科医療の学識経験者 2名 以上(精神保健指定医に限る)

☆ 法律に関する学識経験者 1名 以上(弁護士、検事等)

☆ その他学識経験者 1名 以上(社会福祉協議会の役員、公職経験者等)

精神科病院の管理者からの
★ 医療保護入院の届出
★措置入院、医療保護入院患者の

定期病状報告

<知事による審査の求め>

入院中の者、保護者等から

☆ 退院請求
★ 処遇改善請求

<知事による審査の求め>

<速やかに審査結果通知> <速やかに審査結果通知>

精神医療審査会における審査の状況

1定期報告、退院等請求の審査状況

定期報告 (医療保護入院) 定期報告 (措置入院) 退院請求 処遇改善請求

審査件数

審査結果

審査件数

審査結果

審査件数

彗査結果

審査件数

馨査結果

他の

入院形態
への移行
が適当

入院継続

不要

他の
入院形態
への移行
が適当

入院継続
不要 呻嚇搬

入院又は

処遇は

不適当

〕     = 87.06 1`

割  合 00059

2.実地審査 (法第38条の6第 1項)の状況

資料 :平成20年度衛生行政報告例

平成20年度

実地審査の実猟件数 審査の結果処遇改善命令 審査の結果退院命令

意

院

任

入

置
院

措

入

療

護
医
保

急

院
応

入
合計

意
院

任

入
措置

入院

療

護
医
保

急
院

応

入
合計

意
院

任

入
措置

入院

療
護

医
保

急
院

応

入
合計

全国計 1 1

資料 :精神・障害保健課調
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入院形態別在院患者数の推移
資料 :精神・障害保健課調

(各年6月 30日 現在 )
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入院形態別・在院期間別の患者割合
資料 :精神・障害保健課調

(平成19年 6月 30日 現在 )

任意入院

医療保護

入院

措置入院

700/0    80%
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年齢別措置入院者数
5′ 000 i  ―  ―――    ―  ―  ―     ―    ― ――ヽ‐――――  ――― … ―‐―― ― …‐―  一́―‐―― ―  ヽ ― ― ―  ―  ― ‐―  ――
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■20歳以上40歳未満      |
●20歳未満      ―‐‐‐

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
|
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年齢別医療保護入院者数

議40歳以上65歳未満

■20歳以上40歳未満

●20歳未満
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年齢別任意入院者数
□65歳以上

鐵40歳 以上65歳未満

'20歳
以上40歳未満

麟20歳未満
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―
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餃
|

了
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医 療保護入院者数
(疾患分類別)

保護入院者の
(疾患分類別)

医療 推移

資料 :精神・障害保健課調
(平 成19年 6月 30日現在 )

資料 :精神・障害保健課調
(各年6月 30日 現在)

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

(参考 )

医療保護入院者 (総数)121,868人
入院患者 (総数)    316,229人

※ ~内 の数値は、入院患者総数 (疾患分類別)に
占める割合

その他

21,433人

(176%) 統合失調

症、統合失

調症型障害

及び妄想性

障害

70,579人

(579%)

認知症 (ア

ルツハイ

マー病型認

知症、血管

性認知症 )

23,402人
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入院患者全体に占める認知症患者の割合
140000/O

12000°/O

10000°/O

8000%
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4000%
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0000°/O

平成19年度平成13年度 平成14年 度 平成15年度 平成 16年度 平成17年 度 平成18年 度

― 措置入院

く卜医療保護

00130/o

12912%11774%

医療保護入院の保護者の内訳

市区町村長 :

7.7%

その他 :4.2%

////

兄弟 (姉妹 ):

30.60/。

/
// 月許:14.7%

/

ノ
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出典 :「精神病床の利用状況に関する調査」より(平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究)
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第 13回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成 22年 1¬ 月 25日      1 資料 2-2

保護者制度 日入院制度についての検討 (案 )

(検討チーム第 3R)
1趣旨

○ 『障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年 6月 29日 閣議決定)

を踏まえ、保護者制度、入院制度のあり方について検討を進める。
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|(4)医療                                                |
|   ○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、  |
:_____`」の重型力重盤][墜」
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【論点】
(1)保護者に課せられた義務の法的意義とあり方
(2)医療保護入院等入院制度のあり方
(3)そ の他

2第 3Rの検討の体制

○ 第lRのメンバーで実施。
(※ )効果的に検討をすすめるため、ビアスピーカー及び法律等アドバイザーに参加していただく。
(※ )論点を整理し、第3Rの議論に資するため、作業チームを設置。

3検 討の進め方

○ 上記閣議決定のとおり、平成24年内を目途に結論を得ることを目指す。

%著買蟄翼褻 |ここ署青喜認讐曇甦纂畢麗霧ξ留亀』慰彗握編鏃輩楡醍≧
点も含めて詳細に分析・検討し、各義務のあり方 (規定の削除可能性等)について検討する。

○ 入院制度のあり方については、それに続いて検討する。

検討チーム第 3R 構成員 (案 )

構

成

」員
一

●
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1新垣 1元 医療漱 卵の会
'新

垣病院1院長

岡崎 祐士 東京都立松沢病院院長

′111111忍 社巨法人藤本看護協会常任理事

河崎 建人 社団法人日本精神科病院協会副会長 (水間病院院長)

佐人間 啓 医療法人安積保養目|あさかホスピタル院長

田尾 有樹子 社会福祉法人巣立ち会理事

高木 俊介 たがぎクリ■ツク院長

中島 豊 爾 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター理事長

長野‐1敏宏 特定非営利法1動法1人⌒■,卜 |′‐`■卜なんぐん市場1毒事

西 田 淳志 財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所

野澤‐和弘 毎日新聞社論説委員‐|

野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会会長

広田和子 精1神医療サバイバ■

福田 正 人 国立大学法人群馬大学医学部准教授

堀江1紀■ 特定非営利活動法人世田谷きくら会1理事

ピア
スピーカー

小杉 己江子

山舞1諒平

法律等
アドバイザー

磯部 哲 慶應大学法科大学院准教授

久保野1意美子 1東,`大学大学院法学研究料准教授

白石 弘 巳 東洋大学ライフデザイン学部教授

町野1朔‐ 上智1大学法学研究科1教授



(参考)保護者制度 日入院制度に関する作業チーム構成案

磯部 哲  (慶應大学法科大学院 准教授)

岩上 洋一 (特定非営利活動法人 じりつ 代表理事 )

上原 久 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団地域活動支援センターナルド センター長)

河崎 建人 (社団法人 日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長))

久保野恵美子 (東北大学大学院法学研究科 准教授 )

鴻巣 泰治 (埼玉県立精神保健福祉センター 主幹)        ′

白石 弘巳(東洋大学ライフデザイン学部教授)

千葉 潜 (医療法人青仁会青南病院 理事長)

野村 忠良 (東京都精神障害者家族会連合会会長 )

広田 和子 (精神医療サバイバー )

堀江 紀― (特定非営利活動法人世田谷さくら会理事)

町野 朔 (上智大学法学研究科教授)

良田 かおり (特定非営利活動法人全国精神保健福社会連合会事務局長)

六本木 義光 (岩手県県央保健所長)

(敬称略)




